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あらまし

　わが国の精神保健福祉施策は、1995年に制定
された「精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律」（以下、「精神保健福祉法」と略称する）以
降、自治体レベルで積極的に展開されてきたが、
長年の精神障害（者）への偏見や差別等から、他
の障害者施策に比べると遅れているのが現状で
ある。特に、精神障害者の社会復帰支援（自立生
活支援および就労支援）に関する施策の遅れは
深刻であり、地域住民への啓発活動をさらに推
進するとともに、地域生活支援センター、授産施
設、グループホーム等の社会復帰関連施設の整
備が急務である。
　問題は、精神障害者が地域の中で安心して社
会生活を営めるようになるためには、地域精神
科医療と地域精神保健福祉に関する支援や施策
をどのように実施し発展させるかにある。そこ
で本稿では、障害者福祉に関する施策の歴史が
長く、精神医療においても先進国であるイギリ
スの取り組みを検討したい。イギリスの精神障
害者施策は、病院での入院中心のケアからコ
ミュニティケアへと移行したが、その経緯と現
状については批判もあるものの、世界的にも高
く評価されており、わが国の精神保健福祉施策
を検討するにあたって、イギリスの動向を知る
ことは必要であると考える1。また、イギリスの
現行法である「精神保健法」（The Mental Health
Act 1983）は、強制入院手続に関する規定等に関
してわが国の精神保健福祉法と類似しており、
また、2003年７月に国会で可決・成立したばか
りの「心神喪失等の状態で重大な他害行為を

行った者の医療及び観察等に関する法律」（以
下、「心神喪失者等医療観察法」と略称する）は、
主としてイギリスの制度を参考にして提案され
たものである。
　本稿では、イギリスの精神保健法の概要の紹
介に加え、同法を含む法律からみた精神医療史、
医療制度等を中心に検討する。

　
１．はじめに　
　
　精神障害者の社会復帰支援をすすめていくに
あたり、最も大切なことは、精神障害（者）に対
する差別や偏見、誤解をなくす努力を続けてい
くことと同時に、精神障害者が地域の中で安心
して社会生活を営めるようにするために、地域
精神科医療と地域精神保健福祉に関する支援や
施策をどのように実施し発展させるかにあると
考える。
　イギリスは、障害者福祉に関する施策の歴史
が長く、精神医療においても、精神障害者の脱施
設化をいち早く進めた国であり、精神障害者が
社会の中で安心して自立した暮らしを営めるよ
うにするため、さまざまな経済的支援および人
的支援施策を講じている。わが国の精神保健福
祉施策を実施する上での基本法である精神保健
福祉法の制定に際しても、イギリスをはじめと
する欧米の医療・福祉の先進諸国の精神障害者
福祉に関する取り組みが少なからず影響を与え
ていると思われる。
　以下では、比較法的研究として、イギリス2に
おける精神障害者の社会復帰支援について、精

 1  イギリスの精神障害者施策の変遷、医療制度について紹介しているものとして、〔新貝97〕13－ 17頁
 2  本稿でいう「イギリス」は、イングランドおよびウェールズを指す。
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 3  わが国の動向に関しては、拙稿「精神障害者の社会復帰支援施策の現状と課題－京都市における実態調査研究を中心にー」、同志
社政策科学研究４巻１号（2003年）285頁以下を参照願いたい。

 4 〔新福・浅井01〕43頁

神医療の歴史、医療制度、精神保健法の概要等に
ついて検討していくことにする3。

　
２．精神医療法制の史的展開
　
　イギリスの精神医療の歴史は、大きく以下の
４つに区分できるように思われる（表１）。

第Ⅰ期　黎明期　1800年代前半まで　―貧困者
への救済・保護施策

　イギリスにおける最初の社会福祉に関する法
律は、1531年救貧法（The Poor Law 1531）であ
る。同法は数回の一部改正を経て、1601年エリ

ザベス救貧法（The Poor Relief Act 1601）、次い
で1834年新救貧法（The New Poor Law 1834）と
いうように、改正とともに名称変更が行われ、
1948年に国民扶助法が制定されるまでの間、国
家が貧困者、障害者、高齢者等の社会的弱者に対
する救済・保護施策を行うための根拠法として
位置づけられていた。
　18世紀中期までは、イギリスでは精神障害者
に対する特別なサービスは行われていなかった。
当時、精神病院は1247年に設立されたべスレム

（Bethlem）病院１ヶ所しかなく、精神障害者は地
域で放置されるか収容所（刑務所等）で生活して
いたといわれる4。精神障害者の収容施設の建設
促進を盛り込んだ精神障害者法（The Lunatic Act

Ⅰ� 1531 年�救貧法�

1601 年�エリ�ザベス救貧法�

1834 年� 新救貧法�

1845 年�精神障害者法�

Ⅱ� 1890 年�精神異常法�

1911 年�国民保健法�

1913 年�精神薄弱者法�

1930 年�精神処遇法�

Ⅲ� 1942 年�ベバリッジ報告�

1944 年�障害者（雇用）法（�1953 年に改正）�

1946 年�国民保健サービス法（�1966 年、�1977 年に改正）�

1948 年�国民扶助法�

1959 年�精神保健法�

1962 年�病院計画（�1966 年に改定）�

1970 年�慢性疾患および障害者法�

1983 年�精神保健法�

1986 年�障害者法�

Ⅳ� 1990 年�国民保健サービスおよびコミュニティケア法�

1995 年�障害者差別禁止法�

1995 年�精神保健（地域における患者）法�

表１　イギリス精神医療法制の史的展開
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 5  1930年法は、1890年法の改正法である。
 6 〔三宅85〕129－ 130頁
 7  1987年に共済制度の形態で労災保険制度が発足し、1906年に中央政府から失業にもとづく貧困のための小規模の拠出がなされ、

1908年には無拠出制の老齢年金制度が創設された。
 8  1911年国民保険法制定以降は、1925年に拠出制の寡婦年金・老齢年金法が制定されている。同法制定により、年金の分野にも社

会保険が導入されることになった。
 9  1946年国民保険法は、1975年に社会保障法（The Social Securities Act）に改正され、その後数度の改正を経て現在に至っている。

また、社会保障制度に関しては、1992年に「社会保障納付及び給付法」（Social Security Contributions and Benefit Act 1992）と同
法の運用に関する法である「社会保障管理法」（Social Security Administration Act 1992）の二法が制定され、2000年には、特に児
童に関して、「児童支援・年金及び社会保障法」（The Child Support, Pensions and Social Security Act 2000）が制定されている。See.
Halsbury’s Statutes Forth Edition Vol.40, London Butterworths,1997; Halsbury’s Statutes Fourth Edition. Is it in Force? 2003, London
Butterworths, 2003

10  1946年国民保険（産業災害）法は、1974年、82年、87年の一部改正され、1990年にNHSサービスおよびコミュニティケア法と
改称された。

11  1948年国民扶助法の制定により、1531年以降、数世紀にわたって続いた救貧法が廃止された。

1845）が1845年に制定されたが、同法は世論を
反映し、精神障害者の永続的な隔離を目的とし
ていた。そのため、精神障害者はケアを受けるの
ではなく、施設内において監禁・拘束の対象とさ
れる結果になったのである。

第Ⅱ期　骨格形成期　1800年代後半～1940年代
前半まで　―コミュニティ外でのケア

　精神障害者のケアを内容とする法整備が図ら
れるようになるのは、19世紀後半になってから
である。1886年に知的障害者を対象とする精神
薄弱者法（The Idiot Act 1886）が、1890年には精
神病と精神薄弱（＝知的障害）者を対象とする精
神異常法（The Lunacy Act 1890）が、1913年に
精神薄弱者法（The Mental Deficiency Act 1913）
が、それぞれ制定された。これらの法は隔離政策
を内容としているため、精神障害者および重度
の知的障害者は、大規模施設やコロニーといっ
た地域社会から離れた施設に収容されることに
なった。
　しかし、1910年代頃から脱施設化、コミュニ
ティケアの概念が一般に広まるにつれて、入所
施設ではなく地域社会の中でケアを行うべきで
あるとする運動が始まった。そうして、知的障害
者は1929年に地方自治法（The Local Government
Act 1929）によって、精神障害者は翌年1930年
の精神科治療法（The Mental Treatment Act 1930）
によって、外来診療所やアフターケア施設の設
立が自治体に対して推奨され、精神障害者も地
域でケアを受けられるようになった5。また、同
法施行から、強制入院以外に自由（任意）入院の
形態ができ、精神医療が強制されるものから患
者が自発的に利用できるものへと変わりはじめ
た6。

　また、1900年前後から社会保障制度が徐々に
形成され7、1911年に失業保険と健康保険を内容
とする1911年国民保険法（The National Insurance
Act 1911）が制定され、イギリスで初めて社会保
険制度が導入された。同法により、所得が一定水
準以下の全ての人に対して、保険料の拠出を条
件として、所得補助のための現金給付や社会保
障給付が行われるようになった8。

第Ⅲ期　発展期　1940年代後半～1980年代ま
で　―施設からコミュニティケアへ

　第一次世界大戦、第二次世界大戦の後遺症と
して、数多くの戦争傷痍者（＝身体障害者）が生
まれ、彼らの救済施策が問題となった。そこで、
彼らに対する社会復帰支援施策として、職業リハ
ビリテーションに関する施策が展開されていっ
た。その後、1944年障害者（雇用）法（The Disabled
Persons（Employment）Act 1944）の制定により、
戦争傷痍者以外の障害者も就労支援サービス（割
当雇用制度）の対象に含まれることなった。
　また、戦時下の1942年、W．H．Beveridgeら
が中心となってイギリスの社会保障の包括的な
デザインを提唱した「ベバリッジ報告書」が提出
され、1946年国民保険法（The National Insurance
Act 1946）9、1946 年国民保健サービス法（The
National Health Service Act 1946）、1946年国民保
険（産業災害）法（The National Insurance(Industrial
Injuries)Act 1946）10、1948 年国民扶助法（The
National Assistance Act 1948）11 等の社会保障関連
法が1940年代後半に相次いで制定されていった。
　障害者福祉施策に関しては、第二次世界大戦
後、英米を中心に脱施設化が進められるように
なったことに加え、1946年国民保健サービス法
により、大規模入所施設の収容から地域でのケ
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12  〔新貝97〕13－ 14頁、〔仲村・一番ヶ瀬99〕95頁
13  しかし、29条の規定は1960年の改正までは努力目標にすぎなかったため、成果があがらなかった。　
14 〔仲村・一番ヶ瀬99〕96頁
15  1991年NHSサービスおよびコミュニティケア法の制定により、NHS改革は1991年、コミュニティケア改革は1993年から始まっ

た。その後、1997年国民保健サービス（プライマリーケア）法（The National Health Service（Primary Care）Act 1997）の制定、1997
年のホワイトペーパー（The New NHS : Modern, Dependable）、1998年の『行動するパートナーシップ』（Partnership in Action）、2000
年の実施計画（The NHS Plan）の発表等により、プライマリーケアグループからプライマリーケアトラストへの移行等、保健と
ソーシャルサービス部門の地域における統合も進められている〔樫原01〕27頁。なお、2002年４月から、プライマリーケアトラ
ストはケアトラストへと形態を発展させ、これまで自治体が担当していた福祉サービスとの一体化を図っている〔一圓02〕８頁。

16  Social Services Inspectorate, Department of Health, Building Community Services The Mental Illness Specific Grant A Review of the First Four

Years. 1991-1994 (1995) HMSO. この点について、〔仲村・一番ヶ瀬99〕125－ 128頁
17  一方、病床の削減のために、急性期患者の入院のための病床が不足している、退院後ホームレスになった精神障害者への支援と

いった問題点も指摘されている〔新福・浅井01〕 46－47頁。

アへと方針が変更された12。1948年国民扶助法で
は、経済的支援のほか、29条において、障害者
福祉の促進が地方自治体の機能とされ、施設お
よび在宅サービスの整備充実が自治体の責務と
された13。さらに、地方自治体の役割と責務を強
化するため、1970年には慢性疾患および障害者
法（The Chronically Sick and Disabled Persons Act
1970）により、地方当局に所管区域内の慢性疾患
患者と障害者全員を登録し、こうした人々に提
供されるサービス情報を公刊する義務を負わせ
ることになった。また、1986年に制定された障
害者法（The Disabled Person Act 1986）でも、５
条および６条において、自立支援に関する一定
範囲の福祉サービスを地方自治体の責任とする
趣旨の規定が置かれた。　
　精神障害者のコミュニティケアの推進に関し
ては、1959年に精神保健法（The Mental Health Act
1959）が制定され、同法８条は、1946年国民保
健サービス法および1948年国民扶助法の規定に
基づいて自治体が各種サービスを提供すること
を定めた。これにより、精神障害者のケアの責任
は病院から自治体に移ることになった。また、社
会的入院を減らし、精神障害者が地域社会の中
で暮らすことを促進するため、1962年の病院計
画（Hospital Plan）によって精神病院のベッド数
は人口1.000人につき3.3床から1.8床に減少する
行政措置がとられることになった14。　

第Ⅳ期　再編期　1990年代以降　―NHS改革
　1990年代に入り、NHS改革によりイギリスの
医療制度は大きく変わることになった。従来か
ら課題となっていたNHS制度の改革問題として
は、①入院・手術等の順番待ち（いわゆる「ウェ
イティングリスト」問題）、②人的・物的資源の
確保、③医療サービスの質の低下等をあげるこ

とができる。1986年に「プライマリーヘルスケ
ア改革のための検討資料」（グリーンペーパー）
が、1987 年に「同改革に関するホワイトペー
パー」がそれぞれ公表され、是正を求める勧告が
出された。その結果、1989年にNHS制度改革と
コミュニティケア改革を合わせた「Working for
Patients」という名のNHS改革白書が草案として
提出され、1990年にNHSサービスおよびコミュ
ニティケア法（The National Health Services and
Community Care Act 1990）が成立することになっ
た15。同法の制定によって、障害者に関しては、
NHSの長期入院治療から、自治体が社会復帰関
連施設を整備し、ソーシャルサービスを提供す
ることにより、障害者がコミュニティの中で生
活できるようにするというコミュニティケアへ
の転換が求められるようになった。同法46条は、
すべての地方自体治はコミュニティケアプラン
を策定し公表する責任を持つことと規定してい
る。例えば、精神障害者のコミュニティケアに関
しては、制度導入の初年度に、サービス提供のた
めの特別補助金（the mental illness specific grants）
が計上されている16。
　精神障害者のケアに関しては、第二次世界大
戦後、「施設ケア」から「地域ケア」へと方針が
転換され、病院計画により精神病院のベッド数
の削減が行われてきた。1990年代からのNHS改
革により、コミュニティケアの傾向はいっそう
強まり、精神病院の閉鎖および（特に長期収容病
棟の）病床の削減、それに伴う居住施設等の建
設・受け入れが進められていった17。
　ところで、1980年から続いてきたサッチャー
＝メージャー保守党政権は、1997年に現在のブ
レア新労働党政権へと移行した。その結果、第二
次世界大戦後からとられてきた「ゆりかごから
墓場まで」という福祉路線から、「Welfare to
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18  ニューディール政策は1998年４月から始まった失業者への就労支援事業である。障害者に関しては、2001年７月からプログラ
ムが実施されている〔藤原03〕50頁以下。

19  障害者差別禁止法の対象は、制定時は従業員20人以上規模の事業主であったが、1998年に15人以上に拡大され、2004年にはす
べての企業に同法が適用されることになっている〔藤井01〕28頁。1995年法に関しては、修士論文「障害者雇用促進施策に関す
る一考察－イギリスにおける史的展開を中心に－」を参考にしていただきたい。

20  1959年精神保健法の改正の背景について、〔三宅85〕134－ 139頁

Work」（福祉から雇用へ）というスローガンのも
と、ニューディール政策18を中核とした新しい福
祉・労働政策が進められている。同政策は、従来
の完全雇用政策から労働市場を重視した経済社
会の構造改革を行う政策へと路線変更を促した。
失業者、貧困者、障害者等に対しては、所得補助
等の現金給付ではなく、職業・教育訓練の機会を
与えることになった。こうして、同政策は、所得
再分配型の「結果の平等」ではなく「機会の平等」
を保障して、人々の社会復帰、雇用機会の増加を
目指している。ニューディール政策が始まった
背景の一つに、1990年代頃から注目されるよう
になった「社会的排除」（social exclusion）の問題
がある。すなわち、低所得に加えて、スキル不足、
失業、健康の悪化等がさらに社会的排除を生み、
貧困が一層深刻なものとなることについて、政
府は現金給付だけに頼るのではなく、教育・訓練
を行い、就労の機会を与えることによって社会
的統合を目指す方向に進んでいる。
　障害者に対する施策としては、1995年に、障
害者差別禁止法（The Disability Discrimination Act
1995）が制定されている。同法は、就労、教育、
交通、建物等に関して障害者差別に該当する場
合を詳細に規定し、差別を受けた者に対して当
該差別を是正しかつ損害を回復する権利を付与
している。1995年法の制定により、1944年障害者

（雇用）法は廃止され、割当雇用制度も廃止され
た。障害者の雇用に関しては、1995年法により、従
業員の募集、採用および雇用の継続等に際し雇用

主が差別することを禁止する制度が導入された19。
　精神障害者に関しては、1983年に1959年精神
保健法が1983年精神保健法（The Mental Health
Act 1983）に改正され、現在に至っている。精神
保健法が改正された要因としては、①医療制度・
水準の向上、治療・処遇方針の変化（閉鎖から開
放処遇へ、施設からコミュニティへ、作業療法や
デイケアを重視する等）、②患者の権利の保護・
拡大等があげられる。また、精神障害犯罪者に関
して、1970年代当時、社会で問題となっていた、
精神障害を有する犯罪者を収容する刑務所や特
別病院の過剰収容問題を解決するため、精神障害
犯罪者の処遇と退院のあり方に関する法規定を再
検討する必要があったことも要因の一つである20。
　1995年には、1983年法を一部補う形で1995年
精神保健（地域における患者）法（The Mental
Health (Patients in the Community) Act 1995）が制
定されている。また、1983年法から20年経た現
代の精神医療・医学、社会状況を反映させるた
め、精神保健法は現在大幅な改正作業がすすめ
られている。1983年法および1995年法、そして
最近の精神保健法改正の動向については、後に
４で検討する。

３．医療制度：精神保健システム

　イギリスにおける精神保健システムの流れは
以下の通りである（表２）。

 

 

 

 

①�GP による治療（１次ケア）�

患者�⇒�GP 受診�⇒�精神科専門医受診�⇒�②通院治療（２次ケア）�

③入院治療（３次ケア）�

①１次ケア：�GP、�CPN 、�SW

②２次ケア：外来クリニック、デイセンター（デイケア）�

③３次ケア：精神科病棟、精神病院、デイホスピタル�

ショートステイ、中期療養、長期療養�

表２　イギリスの精神保護システム
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21  NHSの医療サービスは、すべてGPを介して提供されるため、事前にGPに登録することが必要である。原則として、居住地区ご
とに担当GPは決まっているが、変更することもできる。

22  National Health Service: The Patient’s Charter Mental Health Services. Department of Health, London,1996。しかし、現実にはより長期の
待ち時間が必要である。緊急の場合には救急部門を介して入院できるが、その場合でもGPへの連絡は必要である〔大西98〕109
－ 112頁。

23  デイセンターには、医療スタッフが関わらない。
24  特に、精神障害犯罪者に関する部分の草案の内容について、〔三宅02a〕20頁以降。
25  白書の内容について、〔川本02〕151頁以降、〔三宅02b〕217頁以降。なお、Green Paperについては、〔Parkin00〕が詳しい。
26  4.1～ 4.4は、筆者の試訳である。
27  スコットランドは、翌1984年にThe Mental Health (Scotland) Act 1984を制定している。
28 「精神病質」は、近年「人格障害」と称されるようになっている。

＊すべての段階において、地域精神保健チーム（精神

科医、看護師、心理士、SW等）が関わる。

＊GP：家庭医（かかりつけ医（general practitioner）を

いう。

＊CPN：地域精神科看護師（community psychiatric

nurse）をいい、訪問看護を行う。

＊SW：ソーシャルワーカーをいい、日々の生活上の問

題等、本人や家族からの相談にのる。

　患者は、GPで最初の診察を受け21、GPが精神
科専門医の診察が必要と判断して初めて精神科
に受診することができる。NHSでは、『患者憲章』

（Patient’s Charter）で、GPから精神科専門医への
紹介・診察までに４週間、その診察結果をGPが
患者に知らせるまでに２週間という目標を設定
している22。精神科医の診察を受け、専門的治療
を継続すべきであると判断されると、地域精神
保健チーム（community mental health care team）
の管理下に入り治療方針が立てられる。
　デイセンター・デイケアは、いずれも日本でい
うデイケアにあたるものであり、地方自治体と
NHSがサービスを提供している。地方自治体に
よるデイケアを特にデイセンターと呼ぶ23。NHS
によるデイケアはデイホスピタルにおいて行わ
れる。デイケアでは、社会復帰を目指す精神障害
者のために昼間の活動の場を提供し、職業（準
備）訓練等を行う。その他の社会復帰施設として
は、憩いの場としてのクラブ、生活訓練施設

（residential training centre）、通所授産施設がある。
また、病院から地域社会への中間施設（halfway
house）としての精神障害者居住施設には、入所
授産施設、ホステル（hostel）、グループホーム等
がある。ホステルやグループホームは、小規模収
容施設である。グループホームは、地方自治体が
提供するものと、民間のボランティアまたは個
人が経営するものがある。ホステルは、日本でい
う福祉ホームに匹敵するものである。

　
４．法制度：精神保健法

　精神保健法（The Mental Health Act）は1959年
に制定され、1982年の一部改正、1983年の大改
正、1994年の一部改正を経て現在に至っている。
現在、改正作業が進んでおり、2002年６月に精
神保健法草案が議会に提出され24、同年 12月に
は、内務省・法務省合同の白書「精神保健法の改
正」（Reforming the Mental Health Act）が公表さ
れている25。　　
　ここでは、1983年精神保健法と1995年に制定
された精神保健（地域における患者）法、2002年
の精神保健法草案および精神保健法改正に関す
る政府白書の概要を検討する26。

４.１　1983年精神保健法（The Mental
Health Act 1983）27

　1983年法は、全10章149条と６つの附則から
成る。第1章は、精神障害（者）の定義について
規定している。本法では、第１条において、「精
神障害」（mental disorder）の定義を、「精神病」

（mental illness）、「精神発達の遅滞または不全」
（arrested or incomplete development of mind）、「精
神病質」（psychopathic disorder）28、「その他の精
神の不調または障害」（any other disorder or
disability of mind）とし、幅広い括りとなってい
る。「精神発達の遅滞または不全」には知能や社
会的適応に関する病気が含まれる。なお、「精神
病質」とは、知能に重大な損傷があるのではな
く、精神の病気や障害が持続している、精神に損
傷があるという意味であり、その結果として、そ
の人の一部の行為が異常に攻撃的または責任無
能力状態になることをいう。性的異常、アルコー
ル中毒やドラッグ中毒に関しては、精神障害の
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定義からは除かれている。
　第２章（第２条～第34条）は、強制入院およ
び保護に関して、その定義、内容、対象となる病
院、監督下でのアフターケア（25条）等につい
て定めている。
　第３章（第35条～第55条）は、精神障害犯罪
者の処遇について規定している。刑事裁判所

（Crown Court）は、精神障害を有する犯罪者に対
し、保護観察下において強制的に治療を受けさ
せることができる（36条）。一定の条件を満たし
た場合には、刑事裁判所または治安判事裁判所
は、28日を越えない範囲での（措置）入院命令
の言渡しも可能である（37条）。
　第４章（第56条～第64条）は、治療の同意に
ついて定めている。1982年精神保健（修正）法

（The Mental Health (Amendment)Act 1982）は、暗
黙の同意や一定の状況下では患者の同意なしに
治療の強制的開始を認めた。しかし、1983年法
に同法が大改正されてからは、患者の権利を守
りながら、当該患者が必要な治療を受けられる
ようになった。入院や病院での継続的な治療が
必要な場合、患者に対し事前に治療は可能であ
るという説明をすること、いわゆる「治療可能性
テスト」（treatability test）が求められている。
　第５章（第65条～第79条）は、精神保健審判
所（Mental Health Review Tribunals）について規
定している。精神保健審判所は、1959年法から
新たに設立された。精神保健審判所は、精神保健
法の下での申立を扱う専門の行政審判所であり、
すべての地区（district）に設置されている。審決
に対して異議がある場合には高等法院（High
Court）への上訴することができる。
　第６章（第80条～第92条）は国内での転院や
再入院の手続について、第７章（第93条～第113
条）は精神障害により判断能力の低下した者の
財産管理について、それぞれ規定している。
　第８章（第114条～第125条）は、地方当局お
よび国務大臣の役割について定めている。1983
年精神保健法委員会（設立および組織）命令（The
Mental Health Act Commission (Establishment and
Constitution) Order 1983）により、1983年に精神
保健に関する特別な諮問機関として精神保健委
員会が発足し、国務大臣に代わって様々な活動
を行っている（121条）。第９章（第126条～130
条）は罰則を、第10章（第131条～第149条）は
雑則を、それぞれ規定している。

　
４.２　1995年精神保健（地域における患

者）法（The Mental Health
（Patients in the Community）Act
1995）

　1995年法は、1983年精神保健法および1984年
精神保健（スコットランド）法の一部の条文につ
いて、その内容を補完したものであり、全７条お
よび附則から成る。同法は1996年４月１日から
施行されている。同法は、イギリスに関するもの
として、①監督下でのアフターケア（第１条、
1983年法25条および117条関係）、②無断外泊（第
２条、1983年法18条および20条関係）および③
外泊許可（第３条、1983年法17条関係）の３点
について詳細に規定している。①は、地区保健局

（District Health Authority）および地方社会事務所
（local social services）といった行政機関に向けた
義務規定である。これらの機関は、精神障害を持
つ人が、安心して継続的な支援および治療が受
けられるようにするとともに、その者がもはや
サービスを必要としなくなるまで、関連のボラ
ンティア団体と協力しながらアフターケアサー
ビスを行うとしている。アフターケアの内容に
は、CPNによる訪問看護も含まれる。②は、権限
のない外出、すなわち無断外泊とその患者の連
れ戻しに関する規定である。無断外泊の場合、当
該患者は監督下に入り、SW、警官、病院の管理
職員等によって病院に連れ戻される。保護命令
を無視して外泊した者についても同様である。
③は、外泊に関する許可および計画である。
RMO（Responsible Medical Officer；指定医）は、
精神保健法の対象となる者の外泊を許可するこ
とができる。しかし、その許可は、当該患者の健
康状態または安全について問題が生じたとき、
他者を守る必要があるときにはRMOはいつでも
撤回できる。許可の期間は患者の症状によって
決められ、承諾されれば延長も認められる。外泊
期間中は病院職員の監督下にある必要はない。

４.３　精神保健法草案（The Draft Mental
Health Bill, Department of Health
2002, Cm 5538－Ⅰ）

　本草案は、全11章180条と９つの附則からな
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29 〔Ostrin 02〕、492頁以降
30  その後、2002 年 9月に、「精神保健法草案政府諮問に関する精神保健法検討委員会の回答」（The Mental Health Act Commission

Response to the Draft Mental Health Bill Consultation September 2002）が公表され、重篤な精神障害者から児童をどのように守るか、
患者および医療専門家の法的な権利の配慮、患者のケアを改善することに関する情報の共有、刑務所内の患者へのよりよいケア
等について、委員会の見解が示されている。

る。第１章（第1条～第５条）は、法の目的およ
び基本的な語句の定義等について定めている。
　第２章（第６条～第56条）は、調査（第９条
～第16条）、評価（第17条～第27条）等につい
て規定している。
　第３章（第57条～第111条）は、刑事手続の
過程での精神障害を有する患者の扱いについて、
送還時（第57条～第76条）、命令が出された場
合（第77条～第83条）、病院移送（第92条～第
100条）、精神保健審判所への申立および照会が
あった場合（第101条～第106条）、補則（第107
条～第111条）に分けて定めている。
　第４章（第112条～第120条）は、患者への医
学的な治療に関して、特別な保護の下での治療
が必要とされる場合（第112条～第116条）、そ
の他、強制的な治療が必要な場合（第117条～第
120条）に分けて規定している。
　第５章（第121条～第139条）は、有効な承諾
のない患者に対する治療について、それが認め
られない場合（第121条）、施設管理者の義務（第
124条）、ケアプランの作成、承認、および修正

（第129条、第130条、第132条）等に関して定
めている。
　第６章（第140条～第147条）は、権限による
患者の保護・拘束、移送（第142条～第145条）
について規定している。
　第７章（第148条～第163条）は、患者が16歳
から18歳の場合（第148条～第150条）、精神保
健審判所で審議中の人（第156条）等、特定の人
の扱いについて規定している。
　第８章（第160条～第164条）は控訴について、
第９章（第165条～第169条）は違法行為につい
て、それぞれ定めている。
　第10章（第170条～第175条）は、施設管理
者による情報提供義務（第170条）や患者の同意

（第171条、第172条）等について規定した雑則、
第11章（第176条～第180条）は規則や命令等
の策定（第176条）、語句の説明（第177条）等
を定めた一般則である。

４.４　精神保健法改正に関する政府白書29

（Reforming the Mental Health Act:
December 2002 ）

　本白書は、２編から構成されている。第１編
は、「新しい法的枠組みに」ついて、第２編は、「犯
罪を引き起こす可能性が極めて高い精神障害者

（High Risk Patients）」についてであり、それぞれ
に新しい解釈を示したものである。本白書の大
部分は、先に公表された内務省および保健省の
合同検討委員会による精神保健法草案政府諮問30

に依拠するものであり、国際人権規約にも配慮
して作成されている。
　第１編の新しい法的枠組みに関しては、「精神
障害」の新しい定義について提案されている。本
白書では、「精神障害とは、恒常的であると一時
的であるとを問わず、精神または脳のあらゆる
障害および症状であり、精神の不調または機能
障害をもたらすものをいう」として、精神障害の
概念がより広いものとなっている。
　第２編の犯罪を引き起こす可能性が極めて高
い 精 神 障 害 者 に 関 し て は 、 人 格 障 害

（psychopathic disorder） のカテゴリーに入る患者、
特に近年注目されている、「危険でかつ重篤の人
格障害者」（dangerous and severely personality
disorder：DPSD）について、治療可能性のいかん
にかかわらず裁判所の命令により強制的に治療
を受けさせることを可能にしている。
　本白書でDPSDというカテゴリーが導入され、
これを強制治療の対象にすることが可能になっ
た理由は、以下の点にある。従前、「精神病質」と
呼ばれていた「人格障害」を有する人達は、いわ
ゆる「精神病者」ではないために、今まで精神医
療の対象とされなかった。そのため、彼らは十分
な治療をうける機会に恵まれないまま社会に放
置され、結果としてホームレス化したり、犯罪に
手を染めたりすることが増え、社会に危害を与
える存在となっていった。そこで、犯罪を惹起す
るおそれの高い人格障害者から社会・公衆を保
護すべきであるという要請が生まれるように
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31  知的障害（精神発達遅滞）、精神病質（人格障害）等
32 〔中村・柑本00〕50－ 51頁
33 〔大西98〕115－ 116頁
34  GPへの連絡なしに、救急車を呼び、直接救急部で受診することはできる〔大西98〕112頁。

なったからである。しかし、「人格障害」と「反
社会的で危険な性格・行動」は必ずしも一致する
わけではないから、「危険でかつ重篤の」という
限定を付けたにせよ、治療可能性を問題にせず、

「危険」と「重篤」の２要件のみで人格障害者を
強制治療の対象にすることは妥当なのか、「犯行
の危険性」が判断の困難な基準であることを考
慮すると、些かの疑問は残る。

４.５　改正点
　
　精神保健法草案および精神保健法改正に関す
る政府白書について、最も注目される改正点は、
精神障害犯罪者の処遇に関する規定（第３章）で
あろう。1983年精神保健法では、精神病と診断
されなかった者31については、「治療可能性」が
認められた場合にのみ、病院に収容して治療を
受けさせるという民事・刑事の強制手続をとる
ことができると規定している。すなわち、治療可
能性が認められないと判断された場合には、患
者は十分なケアを受けることができず、病状が
再発あるいは悪化して地域の中で生活を送れな
くなり、その結果、社会的適応が困難となって再
犯の恐れが高まるという悪循環に陥っている。
そこで、草案および白書では、治療可能性の要件
を取り除き、精神障害の定義を広げることによ
り、従来法の対象とならなかった者に対しても
強制治療を行えるようにしている。
　このような動きが生じた背景の一つとして、
精神病者、特に重篤な人格障害者による凶悪犯
罪の増加から国民を守る必要性が高いというこ
とがあげられるが32、精神障害犯罪者は病気が原
因となって犯罪を引き起こしたのであり、再犯
防止のためにもまず十分な治療が社会内で行わ
れるべきである。また、精神障害犯罪者が病院や
刑務所から退院または釈放された後についても、
精神障害者が地域住民とコミュニティの中で安
心して生活を送ることができるように、十分な
社会復帰資源およびサービスを提供することも
再犯防止につながるであろう。強制治療は患者
の人権とのバランスの問題があり、イギリスの

今後の動向が注目されるが、詳細な検討は次稿
で行う予定である。

５．小括

　イギリスの精神医療の歴史、医療制度、精神保
健法の概要を述べてきたが、日本と比較して数
多くの施策および方針の類似点が見られる一方、
日本にはまだ根付いていない制度や動きもある。
例えば、イギリスでは自助組織が発達しており、
精神障害（者）の支援に関わる団体も多い。彼ら
は、啓発活動や医学研究支援の他に、職業訓練や
宿泊場所、デイケアサービスの提供まで行って
おり、イギリスの精神保健を支える重要な社会
資源となっている33。なお、日本の場合は家族会
主導で始まり、近年ようやく当事者が自己の置
かれた立場について語り始めるようになったば
かりである。
　しかし、イギリスの精神医療に関しても、課題
が少なくないように思われる。第１に、イギリス
はGPの受診を前提とするが、GPは精神科の専
門医ではないため、きちんとした治療がなされ
ていないおそれがあるのではないかということ
である。第２に、専門医の診察にはGPの紹介が
必要なため、それまでに症状が悪化してしまう
ケースが少なくなく、その結果、GPが緊急に専
門医の受診が必要と判断しても、専門医の（受診
の）人数制限のために断られてしまう可能性が
あるという指摘もある34。第３に、精神科救急医
療に関しては、日本でも近年問題視されている
が、制度は異なっていてもマンパワー不足の問
題はイギリスも同じ問題を抱えているといわれ
る。
　精神障害犯罪者の処遇に関しては、日本とイ
ギリスでは制度が異なるため、簡単に比較する
ことはできない。日本では、精神障害を有する犯
罪者は、責任能力がないと判断された場合、司法
手続から外れて精神保健福祉法の措置入院の対
象となる。従って、矯正施設ではなく、一般の精
神病院において治療が行われることになる。逆
に、責任能力があると判断されて刑務所に収監
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された場合、一般の受刑者と同様に懲役や懲罰
の対象として扱われるので、十分な治療が提供
されず、症状が悪化してしまう可能性がある。そ
の場合、医療刑務所に移送されることもあるが、
医療刑務所はあくまでも受刑者の受刑能力の回
復を目的とする施設であり、イギリスのような
医療施設と矯正施設の両方の性格を持っている
精神障害犯罪者のみを収容する特別な病院・施
設と比べると、その治療環境は恵まれていると
はいえないであろう。

６．今後の課題

　以上、イギリスの精神医療制度および精神障
害犯罪者の処遇に関する法制度について検討し
てきたが、以下に、①精神障害者の社会復帰支
援について、②精神障害犯罪者の処遇および社
会復帰支援についての二点に関してわが国の現
状および問題点を指摘したい。

６.１　精神障害者の社会復帰支援について
　
　今後わが国が精神保健福祉施策をすすめてい
く上で、特に以下の２点についてイギリスの取
り組みが参考になると考える。第１は、住居（中
間施設）の確保が実現されていることである。イ
ギリスは早くから「コミュニティケア」の概念
が地域住民に浸透しており、行政がサポートし
ながら地域ぐるみでの支援が進められている。
住居の確保についても、精神病院の閉鎖および
精神科病棟のベッド数削減に伴い、ホステルや
グループホーム等の社会復帰にむけての中間施
設の建設が進められている。同時に、退院した
精神障害者が安心して地域で暮らしていけるよ
うに、SWやCPN等が定期的な訪問看護を行っ
ており、ハード・ソフト両面による支援が行わ
れている。これに対し、わが国においても、福祉
ホームやグループホーム等の中間施設はあるも
のの、絶対数が足りず、退院を希望してもでき
ないという「社会的入院」の問題が生じている。
また、中間施設も、近隣住民の反対運動等から
病院敷地内や病院のすぐ近くに建てられている
所が多い。これでは彼等の行動範囲が必然的に
狭くなり、十分な社会復帰が行われているとは

いいがたい。また、ソフト面においても、保健師、
民生委員、社会福祉協議会等による訪問活動が行
われているが、これらは精神障害者以外にも様々
な人たちの訪問活動を行っているため、定期的に
様子を見に行くことができないのが現状である。
精神障害者は病気の性質上、互いの信頼関係の構
築に時間がかかる場合が多く、同じ人が定期的に
ゆっくり話を聞くことができる体制づくりが望ま
れる。
　第２は、自助グループによる啓発活動が活発に
行われていることである。既述のように、イギリ
スでは自助組織が発達しており、精神障害（者）
に関する団体も多い。彼らは、啓発活動や医学研
究支援の他に、職業訓練や宿泊場所、デイケア
サービスの提供まで行っており、イギリスの精神
保健を支える重要な社会資源となっている。これ
に対し、日本にも家族会や当事者の会があるもの
の、それらの規模は小さく、資金力もないため、
活動にも限界がある。もっとも、最近、共同作業
所の運営を通じた近隣住民や地元企業との交流、
さらには地域の作業所と保健所が連携したイベン
トの実施により、地域をまきこんだ運動が展開さ
れつつあることは見逃せない。そのような活動に
より、地域ネットワークの形成を確立させるとと
もに、地域の精神保健福祉センターが中心となっ
て啓発活動をさらに展開すべきであろう。

　
６.２　精神障害犯罪者の処遇および社会復

帰支援について

　精神障害者の社会復帰支援は、精神障害犯罪者
についても同様に問題となる。とりわけ、精神障
害犯罪者の社会内処遇のあり方は、再犯防止の観
点から重要な課題である。
　ところで、2003年に制定された「心神喪失者等
医療観察法」は、殺人、放火等の重大な罪に当た
る行為について、心神喪失又は心神耗弱を認定さ
れて不起訴となった、または心神喪失を理由とし
て無罪判決になった、もしくは心神耗弱により刑
を減軽された有罪判決を受けた精神障害者を、特
別な病院（病棟）に強制入院させて治療すること
を内容とするものである（２条３項・４項）。し
かし、同法は、犯罪を引き起こした精神障害者が
入院し、治療を受け、症状が回復し、退院をした
後のことについては、具体的な案を提示していな
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い。施設内での処遇に加え、退院後の施設外での
処遇をトータルに行うことによってはじめて、
精神障害犯罪者の社会復帰や再犯防止の目的に
資するであろう。同法は、イギリスの法制度を参
考にして法案が提出されており、比較法的検討
の必要性がある。この点は今後の課題としたい。
　以上のことから、今後は、急務の課題である精
神障害犯罪者の社会復帰支援、社会内処遇の問
題について研究の重点をシフトさせ、私なりの
制度設計を示すことができるようにしたい。
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